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INFORMATION

「秋の川越」
「潮騒の町」
好評発売中！

「年金所得者に係る確定申告不要制度」
により、公的年金等の収入金額が 400
万円以下であり、かつ、公的年金等に係
る雑所得以外の所得金額が 20万円以下
である場合には、所得税の確定申告をす
る必要はありません。（源泉されている
場合、還付を受けるための確定申告書を
提出することはできます。）
この制度により確定申告を行わない場合
でも、公的年金等に係る雑所得以外の所
得がある場合は住民税の申告が必要です。
また、住民税の申告をしないと、これま
で住民税の計算に適用されていた各種控
除（医療費控除や生命保険料控除など）
が適用されなくなります。確定申告が必
要のない人でも、住民税の申告をするこ
とで住民税を減額できる場合があります
ので、「公的年金等の源泉徴収票」に記載
されている所得控除以外の各種控除の適
用を受ける場合は、住民税の申告をして
ください。なお、収入が公的年金等のみ
で、その収入金額が101万5千円以下（65
歳以上の人は 151 万 5 千円以下）のと
きは、住民税が非課税となりますので住
民税の申告をする必要はありません。
※�申告日程については、毎年広報に掲載
しておりますのでご確認ください。

※�申告の際は、公的年金等の源泉徴収票
が必ず必要となります。紛失などしな
いよう保管してください。

※�住民税の申告書は毎年 1月末に昨年の
実績に基づき発送しています。ご自宅
に届いていない人で住民税の申告をさ
れる人は、税務課に申告書があります
ので、お申し出により申告してくださ
い。（所得税の確定申告を提出される人
は、住民税の申告は必要ありません。）

問�税務課住民税担当内 132～ 134

町・県民税（住民税）の申告
公的年金等を受給されている皆さんへ

本人通知制度は、住民登録や本籍がある人
が事前に登録することにより、その人に
かかる住民表の写しや戸籍の謄抄本等を
本人の代理人および第三者に交付した場
合にその交付した事実について登録者本
人にお知らせするものです。これにより、
不正請求の早期発見、事実関係の早期究
明するきっかけとなります。また、本人
通知制度が周知されることで、委任状偽
造や不必要な身元調査等の未然防止につ
ながります。
登録

できる人
・三芳町に住民登録のある人
・三芳町に本籍のある人

登録
手続き

・�本人通知登録申請書
・本人確認書類（運転免許証、パスポー
ト、住民基本台帳カード等本人確認
できるもの）※登録申請は本人に限
ります。出張所でも申請できます。

通知内容
・証明書の交付年月日
・交付した証明書の種類および通数
・�交付請求者の種別（代理人・第三
者の別）

※�国や地方自治体からの請求等、通知の
対象とならない請求があります

問　住民課住民担当内 142～ 144

本人通知制度に
登録しましょう

町税は、私たちが安心して暮らしていく
ための貴重な財源であり、定められた期
限（納期限）までに自主的に納めていた
だくものです。
しかしながら、大多数の人が期限内に納
付されている一方、一部では税を滞納す
る人もいるのが現状です。
そこで、税負担の公平性と税収入の確保
を図るため、県内63市町村と埼玉県で
は「滞納整理強化期間」を定め、集中的
に徴収対策を行っていきます。
町でも、11～１月の期間中、特に、差
押えなどの滞納処分を中心に、町税滞納
の解消に向けた取り組みを強化します。
町税等は、期限内納付にご協力をお願い
します！
問�税務課収税担当内 122～ 125

ストップ！滞納。11 月～ 1 月
は滞納整理強化期間です。

川越税務署では、管内の源泉徴収義務者
を対象に平成 26年分源泉所得税の年末
調整説明会を次の日程により開催しま
す。どちらの会場でも受講できますので、
ご都合に合わせてご出席ください。
開催日時 会場

11 月 17 日㈪
14:00～16:00 坂戸市文化会館 坂戸市元町 17-1

11 月 18 日㈫
14:00～16:00

三芳町文化会館
コピスみよし

三芳町藤久保
1100-1

11 月 20 日㈭
14:00～16:00 川越市市民会館

川越市郭町
1-18-7

※�各会場とも駐車場が狭いため、なるべ
く電車・バスなどを利用ください

問�川越税務署　法人課税第 2部門
�☎ 049-235-9411（自動音声案内 2）

平成２６年分年末調整説明会

川越税務署では、青色・白色申告・消費
税を申告されている人を対象に、申告書・
決算書の作成方法や作成に当たっての注
意点などについて、説明会を開催します。
青色申告決算説明会

開催日時 内容 会場
12月 1日㈪
13:30～15:30

青色申告
決算説明会
（事業所得）

川越市市民会館
川越市郭町 1-18-7

12 月 2日㈫
13:30～15:30

毛呂山町福祉会館
毛呂山町岩井西 5-16-1

12 月 5日㈮
13:30～15:30

坂戸市文化会館
坂戸市元町 17-1

12 月 8日㈪
9:30 ～ 11:30

川越市市民会館
川越市郭町 1-18-7

12 月 10日㈬
13:30～15:30

コピスみよし
三芳町藤久保 1100-1

12 月 4日㈭
13:30～15:30

青色申告
決算説明会
（不動産所得）

川越税務署4F会議室
川越市並木 452-2

白色申告決算説明会� �
開催日時 内容 会場

12月 15日㈪
9:30～11:30

白色申告決算説明会
（不動産所得） 川越税務署

4F会議室
（川越市並木
452-2）

12月 15日㈪
13:30～15:30

白色申告決算説明会
（事業所得）

12月 17日㈬
13:30～15:30

白色申告決算説明会
（事業所得）

消費税説明会�
開催日時 内容 会場

12月 19日㈮
9:30～11:30 簡易課税 川越税務署4F会議室

川越市並木 452-212 月 19日㈮
13:30～15:30 一般課税

問�川越税務署　個人課税第 1部門
�☎ 049-235-9411（自動音声案内 2）

平成 26 年分 青色・白色申告
決算・消費税説明会

私たちが出す「可燃ごみ」の中で、生ご
みの占める重量は約 30％、生ごみの約
80％は水分と言われ、その水分を減らす
ことで、ごみの収集運搬・焼却に費やす
エネルギーを減らすことができます。家
庭から出る生ごみを減らすため、生ごみ
の水切り器具を使い、その結果を記録す
る「生ごみ水切りモニター」を募集します。
▶応募期間　11月 4日㈪～ 11月 21㈮
▶募集数　先着 10人
▶募集条件
　�町内在住で水切り用具と簡易秤を環境
課に受け取りに来られる人

▶モニター期間
　水切り用具を受け取ってから 10日間
▶モニター方法
　�水切り前後の生ごみの重量を用紙に記
録（旅行などで生ごみが出なかった日
は記録不要です。）

▶記録用紙提出
　�12 月 12 日㈮までに、直接または郵
送で環境課へ

問�環境課環境対策担当内 216・217

生ごみの水切り
モニター募集

12月1日㈪の納期限は次のとおりです。
納期限内に納付してください。
■国民健康保険税（第 5期）
■介護保険料（第 5期）
■後期高齢者医療保険料（第 5期）
※口座振替のお申込み受付は土曜開庁
でも実施しています。ご利用ください。

納期限にご注意ください

～年末調整・確定申告まで大切に保管を～
国民年金保険料は、所得税および住民税の
申告において全額が社会保険料控除の対象
となります。その年の 1月 1日から 12月
31日までに納付した保険料が対象です。
この社会保険料控除を受けるためには、
支払ったことを証明する書類の添付が義
務付けられています。このため、平成
26年 1月 1日から 9月 30日までの間
に国民年金保険料を納付された人につい
ては、「社会保険料（国民年金保険料）
控除証明書」が本年 11月上旬に日本年
金機構本部から送付されますので、年末
調整や確定申告の際には必ずこの証明書
（または領収証書）を添付してください。
また、10 月 1 日から 12 月 31 日までの
間に今年はじめて国民年金保険料を納付
された人については、来年の 2月上旬に
送付されます。なお、ご家族の国民年金保
険料を納付された場合も、ご本人の社会
保険料控除に加えることができますので、
ご家族あてに送られた控除証明書を添付
のうえ申告してください。「社会保険料（国
民年金保険料）控除証明書」についてのご
照会は、控除証明書のハガキに表示され
ている年金事務所へ問い合わせください。
問�住民課保険年金担当内 156

社会保険料（国民年金保険料）
控除証明書が発行されます

11 月は
いじめ撲滅強調月間

11 月はいじめ撲滅強調月間です。いじ
めに遭ったり、気が付いたりしたら、一
人で悩まず相談ください。
【よい子の電話教育相談】24時間 365日対応
子ども専用18歳以下　☎0120-86-3192
保護者専用　☎ 048-556-0874
ﾒｰﾙ相談　soudan@spec.ed.jp
問�埼玉県県民生活部青少年課
☎ 048-830-2905

選挙事務
学生アルバイト募集

町選挙管理委員会では、若者が実際に選
挙事務を経験し選挙に関心を高めてもら
うため、投票事務の学生アルバイトを募
集しています。
▶�対象　�町内在住・在学の満 18歳以上

の学生（高校生は除く）
▶�内容　�投票前日の投票所設営作業およ

び投票当日投票用紙交付作業等
※�詳細は町HPまたは下記へ問い合わせ
ください

問�選挙管理委員会内 402・403

三芳町・協働のまちづくりみどり環境グ
ループエコ推進実行委員会では、家庭で
不用なものを、再使用（リユース）するた
めに、フリーマーケットを開催します。
▶日時　11月 9日㈰　
　　　　9:30 ～ 15:00　（雨天中止）
▶場所　役場コピス前広場
問�環境課環境対策担当内 216・217

　　　　　　フリーマーケット


